
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気がいちばんたい！ 

長崎健康づくり計画 
 

～『第 2 次健康長崎市民 21』計画～ 

後期計画（2018 年度～2022 年度） 

 

 

 

長崎市 

「健康長崎市民 21」市民推進会議 



 

 

健康でいきいきとした生活を送ることは、私たち 

長崎市民一人ひとりの願いです。 

長崎市では、「すべての市民が健やかで心豊かに生 

活できる活気あるまち」の実現を目指し、平成 25年 

3月に「健康寿命（健康上の問題で日常生活が制限さ

れることなく生活できる期間）の延伸」を大目標とし

た、計画期間を平成 25年度から平成 34年度（2022

年度）までの 10年間とする「第 2次健康長崎市民 21」計画を策定し、①栄養・

食生活②身体活動・運動③健康チェック④こころの健康⑤禁煙⑥歯・口腔の健康

⑦健康づくりをすすめるための環境づくりの 7 分野において様々な取組みを行

う中で、重点取組みを設けて推進してまいりました。 

今回、策定から 5 年という中間期を迎えたことから、各分野における取組み

について、中間評価を行い、前期 5 年間のふり返りから見えてきた現状を踏ま

えて、課題の整理を行いました。 

その結果、これからの 5年間は、特定の取組みに焦点をあてるのではなく、子

ども世代を含めつながっていく全ての世代について総合的に取り組む必要が見

えてきたことから、健康 7 分野の方向性を継続しつつ、次世代を見据えた健康

づくりとなるよう、世代別に「市民自らが行う健康づくりの行動目標」とそのた

めの「支援のあり方としての行動目標」を 2本の柱として、市民の健康づくり運

動を推し進めていくこととしました。 

長崎市では、これからも、市民、地域、企業、保健医療関係団体と協働しなが

ら、乳幼児から高齢者までの全ての世代の健康づくりの輪が広がっていくよう、

各々の活動を積極的に展開してまいりますので、引き続き、市民の皆様のご理解、

ご協力をお願いいたします。 

本計画の見直しにあたり、熱心にご審議、ご検討いただきました「健康長崎市

民 21」市民推進会議の委員のみなさま、ご協力を賜りましたすべての方々に、

深く御礼申し上げます。 

 

 

平成 31年 2月 

 

長崎市長  田上 富久 
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１ 計画の趣旨  

 

長崎市は、全国よりも早いスピードで人口減少と高齢化が進んでおり、今後のがん、心

臓病、脳卒中、糖尿病などの生活習慣病患者の増加、また生活習慣病に起因した寝たき

りや認知症等の介護を必要とする人々の増加が、大きな課題となっています。 

こうした背景を踏まえて、本市では 21 世紀の長崎市を「すべての市民が健やかで心豊

かに生活できる活気あるまち」にしたいという夢の実現のために市民、企業、地域の組織・

団体が中心となって、平成 14 年 3 月に市民の健康づくり 10 カ年計画 「健康長崎市民

21」を策定し、人の一生を胎生期、乳幼児期、児童期、思春期、青年期、壮年期、高齢期

の７つのライフステージごとに、望まれる生活の質（QOL）を保つための健康目標を掲げて、

市民の健康づくりを推進してきました。 

しかし、平成17年度の中間評価では、壮年期の栄養・運動・ストレス分野の改善が進ん

でおらず、生活習慣病予防を中心とした健康づくりに重点を置き、分科会を再編し、健康

的な生活習慣の確立をキーワードに健康づくりを推進してきました。 

そして、最終評価の結果、「小児期」の目標項目が、半数以上達成または改善できまし

た。しかし、「健康長崎市民２１」そのものの認知度も低く、｢青年期｣｢壮年期｣｢高齢期｣で

は、達成または改善できた項目よりも、低下した項目が多く、ターゲットを明確にした効果

的な取り組みが必要であると考えられました。 

そこで平成 25 年度からの「第 2 次健康長崎市民 21」では、①栄養・食生活②身体活

動・運動③健康チェック④こころの健康⑤禁煙⑥歯の健康⑦環境づくりの７分野におい

て、「健康寿命の延伸」を大目標に、そして「生活習慣病の発症及び重症化予防」を重点

目標に掲げ、「市民が健やかで心豊かに生活できる活気あるまち」を目指し、前期計画５

年間は、重点１「毎日プラス１皿 野菜を増やそう」 重点２「毎日プラス１０分 からだを動

かそう」 重点３「年１回健診、がん検診を受けよう」をスローガンとして重点的に取り組み

ました。このように、前期 5年間においては、「生活習慣病の発症及び重症化予防」という

視点から主に青壮年期を対象として進めてまいりましたが、市民の健康づくりの推進のた

めには、特定の世代、特定の分野だけを強化するだけでは十分ではなく、子ども世代を

含めつながっていく、全ての世代について横断的に取り組む必要があります。 

平成 29年度の中間評価では、健康７分野のうち、課題となっている項目の多くは世代

により異なっており、各世代の特徴に応じたアプローチの必要性も見えてきました。 

このことから、計画後期の５年間は、健康７分野について、次の世代を見据えた健康づ

くりとなるよう、世代別に「市民自ら行う健康づくりの行動目標」と市民が主体的な取り組

みをできるような「支援のあり方としての行動目標」を二本の柱として計画推進のための

「見える化」を図っていきたいと考えています。 

この計画は、市民を主体とし、家庭、地域、企業、学校、保健医療関連団体機関、地域

職域団体、保険者、行政が協働し、それぞれの活動を展開することにより、効果的に健康

づくりの輪が市民一人一人に広がることを目指します。 
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２ 計画の位置づけ 

 

 

この計画は、 

１ 健康増進法の第8条に基づく市町村健康増進計画です。 

２ 「長崎市第4次総合計画」の中のまちづくりの方針、「私たちは『人にやさしく、地域  

でいきいきと住み続けられるまち』をめざします」の中に位置づけられます。 

３ 国の｢第 2次健康日本 21｣に基づいた長崎市版の健康づくり計画書です。 

「第 2 次健康長崎市民 21」後期計画では、世代ごとの強化すべき健康づくりの行動

目標に沿って、世代の特徴に応じたアプローチをしていきます。 

 

 

 

　

0歳 18歳 40歳 65歳

計画名

対象：全市民

長崎市子ども・子育て
支援事業計画

0～18歳

高齢者保健福祉計画・
介護保険事業計画

40歳～

長崎市障害福祉計画 全年齢

長崎市歯科口腔保健
推進計画

全年齢

長崎市食育推進計画 全年齢

対象の範囲

健康長崎市民２１

＜健康7分野の世代別強化策＞

①栄養・食生活
②身体活動・運動
③健康チェック
④こころの健康
⑤禁煙
⑥歯・口腔の健康
⑦健康づくりをすすめるための
環境づくり

→各健康分野や世代を
   つなげていく

長

崎

市

第
4

次

総

合

計

画

F

人
に
や
さ
し
く
地
域
で
い
き
い
き
と
住
み
続
け
ら
れ
る
ま
ち

A 住む人が誇り、だれもが訪れたいまち B 平和を願い、求め、つくるまち C 活力に満ち、発展し続けるまち

D 環境と調和する潤いのあるまち E 安全・安心で快適に暮らせるまち

G 豊かな心を育むまち

H 基本構想の推進（つながる＋創造する）

①②④⑤⑥

③

⑦

 

 

 

 

 

２ 



３ 生活習慣病の発症及び重症化予防のための概念  

 

 

 

 
本人の努力と、取り囲む家族や友人など周囲の後押しが力を合わせることで人生の坂道を楽に

上がれるようになります。政策などの制度や環境づくりが、坂道の斜面を緩やかにします。 

３ 



4 計画の体系 
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5 推進体制の整備 

 

 

健康づくりの主役は個人です。地域、学校、職場など個人が生活している環境、

健康づくりに関わる団体等がみんなで、健康の架け橋を築き、個人の健康を   

支えます。 

「市民推進会議」は、市民の健康づくりを進めるために設置された会議です。   

計画の進行管理、評価を行い、効果的な普及啓発のための協議を行います。 

 また、行政の関係部署からなる「庁内課長会議」を設置し、計画の 進行管理、そし

て事業の推進を行います。 
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家庭 自治会 

職場 

ボ ラ
ン テ
ィア 

家庭 

ボ ラ
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ボ ラ
ン テ
ィア 

 
  

ボ ラ
ン テ
ィア 

 

 

 

年１回健診、がん検診を受けよう 

年１回健診、がん検診を受けよう 

年１回健診、がん検診を受けよう 

 

 

専門家 

   

健
康
の
架
け
橋 

健
康
の
架
け
橋 
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「健康長崎市民２１」の推進 

市民推進会議 

計画の進行管理、評価について協議し、情報を共有し、健康づくりの取組みの

効果的な普及啓発のため、具体的な取り組みにつなげることを目指します。 

 

関係機関： 医療保険者、保健・医療関係団体、教育関係団体、報道関係団体、 

企業、市民、地域、ボランティア 

庁内課長会議 

計画の進行管理、事業の推進を行います。 

 

担当課： 健康づくり課、地域保健課、高齢者すこやか支援課、こども健康課、 

健康教育課、国民健康保険課 

健やかで心豊かに生活できる市民 



6 計画の期間と進行管理  

 

 

計画期間は、平成25年度（2013年度）から平成34年度（2022年度）の10年間としま

す。前期計画期間最終年度である平成29年度に中間見直し、後期計画期間を平成

30年度（2018年度）から平成34年度(2022年度)とします。 

なお、市民推進会議において市民健康意識調査結果や取組み実績などをもとに、

進捗状況を確認分析し、さらに達成に向けた推進体制についても検討します。 

平成 34年度(2022年度)には「第 2次健康長崎市民 21」計画の最終評価を行い、

その結果をその後の計画等に反映させていきます。 

 

平成２５～２８年度
(2013年～2016年）

平成２９年度
（2017年）

平成３０～３３年度
（2018年～2021年）

平成３４年度
（2022年）

推進

進行管理

推 進 推 進

●進捗状況の確認・分析

計画の見直し 計画の評価
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７ 第２次健康長崎市民 21 計画のふり返り（前期）から見えてきた現状と課題  
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現状と課題 

目  的 

目  的 

（１）現 状 

7 

①健全な食習慣の定着割合の停滞 
○食生活で特に気をつけていることが無い人の割合が、各世代ともに増加しており、特に 20 代、30 代の割合
が高くなっている。 
（市民健康意識調査比較（H24→H29） 20 代:25.8→27.3%、30 代:16.9→22.3%、40 代:16.1→16.6%、50
代:10.6→17.0%、60代:11.5→12.2%、70代以上:70代:7.0→15.8%） 

○主食、主菜、副菜を組み合わせて食べている人の割合が微増に留まっている。 
（市民健康意識調査比較（H24→H29） 全体:41.1→45.6%）  

○１日に摂取する野菜料理の皿数が 2皿であり、依然として停滞している。   
（市民健康意識調査比較（H24→H29） 全体:2.0→2.3皿）  

○朝食をほとんど食べていない市民の割合が、30代、40代、20代の順に高い。 
（市民健康意識調査（H29） 30代:17.7%、40代:11.3%、20代:10.0%） 

○肥満者の割合は全体では男女とも改善傾向にあるものの、世代別では、20 代と 60 代の男性、30 代と 40 代
の女性が増加している。 
（市民健康意識調査比較（H24→H29） 20～60 代の男性:30.2→25.6%、40～60 代の女性:14.7→14.3%、20
代男性:11.8→18.9%、60代男性:24.1→28.5%、30代女性：5.8→11.3%、40代女性：10.4→17.4%） 
 

②子育て世代、働く世代の運動をする人の割合が低く、ロコモティブシンドロームの認知度が低い 
○週 1 回以上の運動をする人の年代別割合は、増加傾向となっているものの、市民意識調査では停滞してお
り、目標には達していない。 

○高齢期における運動器症候群（ロコモティブシンドローム）の認知度が各世代とも 50％未満であり、ロコモテ
ィブシンドローム予防を意識した日常生活においての取組みが不十分である。 

 
③健診、がん検診（＝けん診）の受診率の停滞 
○けん診の受診率は目標値%に達していない。主な受診しない理由（H29 市民健康意識調査）は、「かかりつけ
医がいる」39.5%、「特に心配なことがない」29.9%、「時間がとれない」13.8%となっている。時間がとれないと回
答した世代は、50 代（30.0%）、40 代（19.6%）、60 代前半（15.6%）の順に多く、働く世代への受診行動につな
げるための働きかけが不十分である。 

○特定健診受診率（国保データ）は、特に 40代男女とも 15％未満と低い割合である。 
 
④こころに問題を抱えている人の割合の減少 
○こころに問題を抱えている人の割合が減少傾向だが、年代別にみると、30 代が最も高く、次いで 50 代、20
代、70歳以上の順となっている。 
（市民健康意識調査比較（H24→H29） 全体：9.4→8.6%）  

 
⑤喫煙習慣がある人の割合は減少しているが、COPD（慢性閉塞性肺疾患）の死亡率は増加 
○喫煙習慣がある人の割合は減少しているものの、20代、30代の男性の喫煙習慣がある人の割合は増加して
いる。 
（市民健康意識調査の喫煙率:17.4%（H13）、19.8%（H17）、17.9%（H22）、15.4%（H26）、14.3%（H29）、男性の
20代: 27.6%（H26）→37.8%（H29）、男性の 30代: 34.8%（H26）→42.0%（H29）） 

○COPDの死亡率は、国に比べ、県、市は増加傾向にある。 
（県: 15.9（H18）→18.9%（H26）、市: 14.5（H18）→16.3%（H27）） 

○乳児の４か月健診時の聞き取り結果においては、喫煙習慣がある父母の割合は減少している。 
（乳児家庭喫煙状況調査比較：44.6％（H24）→38.2%（H29）） 
 
⑥歯科疾患だけでなく、口腔機能の衰えを予防する習慣の定着が停滞 
○小学校におけるフッ化物洗口の実施が進んでいるが、その他の学校等施設での実施が不十分。 
○各種成人の歯科健診の受診者数が停滞。 
○障害者、要介護者など支援を必要とする人が定期的に歯科健診を受ける体制が不十分。 
 
⑦市民一人ひとりが健康づくりに主体的に取り組むための環境づくりが不十分である 
○市民一人ひとりがライフスタイルに合った健康づくりに取り組むためのきっかけ、情報提供が不十分である。 
○各職域団体や専門職団体による市民に向けての取組みが、まだ十分に市民一人ひとりの健康づくりへの実
践につながっていない。 

○市民意識調査の結果より、働く世代の食習慣、運動、けん診においての取組みが停滞している。 
○全国と比べて、高齢者数に占める高齢化率と要支援、要介護認定率の割合が高い。      

 （H28要支援の割合は国：5.1% 市：7.5%、H28要介護の割合は国：13.0% 市：16.0%） 
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①健全な食習慣の定着割合の増加 
○市民が食に関心を持つための普及啓発や適切な情報発信。特に若い世代、働く世代には、適切な量とバランス
のよい食事をとるための実践しやすい具体的な行動目標の設定。 

○生活習慣病の一次予防となる野菜の１日の目標摂取量が 350ｇであり、摂取促進のためのわかりやすい説明と
情報発信。 

○健全な食習慣の定着、朝食の欠食をなくす、栄養バランスのとれた食事、食による生活習慣病の予防の取組み
を市民が自ら取り組むための必要な情報の発信、学ぶ機会の提供。 

○朝食をほとんど食べない割合が高い若い世代、働く世代については、健全な食習慣の定着割合の停滞と連動
しているため、具体的な実践につながる情報提供。 

 
 
②子育て世代、働く世代、高齢者における運動習慣の定着 
○時間的余裕がない子育て世代、働く世代が運動を習慣化できるよう、時間がなくてもできる運動の情報提供や
運動機会の提供。 

○生活習慣病やロコモティブシンドロームの理解を深め、予防を意識した適度な運動や身体活動の習慣化。 
 
③健診、がん検診（＝けん診）の受診率の向上 
○特に、健康に対する問題意識が低い層（＝無関心層）に対してはその世代に合わせたけん診の必要性の周知
や受診行動につなぐための勧奨や機会を提供。 

○働く世代に対応するため、休日、夜間のけん診の実施や NPO、保険者とのタイアップなどによるけん診体制の
充実。 

 
 
④こころに問題を抱えている人の割合のさらなる減少 
○こころの病気に関する正しい知識及び情報を提供し、適切な対処法や相談窓口の周知。 
○適切な対応ができる人材育成、職域団体などの関係機関との連携強化。 
 
 
⑤喫煙習慣がある人の割合の減少と喫煙や受動喫煙が及ぼす健康への影響についての情報発信 
○新たな喫煙者を増やさないために、喫煙が及ぼす健康への悪影響について、教育を通しての未成年者の理解
を深める取組み。 

○禁煙に 1人で取り組むことが困難な人への支援。 
○妊娠期・子育て期における両親の喫煙率を減少させ、乳幼児、子ども、妊婦など特に健康の影響を受けやすい
人に対する受動喫煙防止対策の強化。 

 
 
⑥歯科疾患だけでなく、口腔機能の衰えを予防する習慣の定着 
○幼児期から学齢期にかけて継続的にフッ化物洗口を実施するための環境整備。 
○歯周疾患検診の受診につなげるために、歯周疾患と他の疾患の関係や、口腔ケアによる誤嚥性肺炎の予防、
噛むことの重要性についての情報発信。 

○自ら定期的に受診することが困難なかたの歯科口腔保健を支援するために、地域での多職種連携の推進。 
 
 
⑦市民一人ひとりが健康づくりに取り組むことができる機会の提供と環境づくり 
○市民が主体的に健康づくりに取り組むため、多様な取組み事例の提示とその内容を市民に見えるようにする。
（＝見える化を図る） 

○地域で健康づくりに取り組むための機会を増やすことと情報発信のあり方。 
○地域や職域の健康無関心層を、行動につなげるための「きっかけづくり」と継続支援。 
○事業所における、従業員が自らワーク・ライフ・バランス（※）を保つための健康経営に関する取組み。 
○認知症を含む要介護、要支援者への医療介護の支援システムの充実と介護予防への取組み。 
 
 
  
 

※ワーク・ライフ・バランス：国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や

地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」こと 



８ 対象を明確にした健康づくり  

 

 
 

 

⑥〈歯・口腔の健康〉
　　各世代ごとの生活背景に応じた歯・口腔の健康づくりの推進
　　～年１回以上歯の健診を受けよう～

　 幼児期から学童期を通した、むし歯予防のための環境整備や、要
介護者など支援を必要とする人が容易に歯科健診等を受けることがで
きるための、地域での連携体制への取組みが求められます。

⑦〈健康づくりをすすめるための環境づくり〉
　　一人ひとりの健康を支え、守るための社会環境の整備
　　～地域、職場ぐるみで健康づくりをすすめよう～

　市民の健康は、それぞれが置かれている生活背景に影響を受けや
すいことから、行政だけではなく、健康づくりを支援する事業所、地域
活動、様々な場面での情報発信、健康への取組みの機会を提供して
いくことが求められます。

 4.　重点７分野を対象を明確化した強化策

重
点
７
分
野
の
取
組
み

①〈栄養・食生活〉
　　健全な食習慣の定着と主体的な健康管理の実践
　　　～毎日プラス１皿 野菜をたべよう～

  野菜を積極的に摂取することは、生活習慣病の予防となり、健康で
活力ある生活を送ることにつながります。市民一人ひとりが健康であ
ることの意識を持ち、健全な食習慣の定着を図り、生活の質を高める
取組みが求められます。

②〈身体活動・運動〉
　　ライフスタイルに応じた習慣的な運動の実践
　　～毎日プラス10分 からだを動かそう～

　健康な状態を維持するためには、日ごろからの食事管理、体重管理
のほか、習慣的に運動を行うなど自らが行動することが必要です。意
識して体を動かす、積極的に外出するなど一人ひとりの状態に応じた
運動を継続、習慣化させる取組みが求められます。

③〈健康チエック〉
　　主体的な健康管理の実践
　　～年１回健診、がん検診を受けよう～

　生活習慣病のリスクを発見する健診により生活習慣の改善を図り、
定期的ながん検診による早期発見・早期治療につながるための取組
み、働く世代も受診しやすい機会の提供が求められます。

④〈こころの健康〉
　　こころの健康のための相談・支援体制の充実
   ～ストレスやこころの病気について正しく知り、適切な対応ができる
人を増やそう～

　ストレスを感じたり、こころに不調を感じる人は減少傾向にあるが、一
人ひとりの状況に応じた相談先の情報提供や相談支援を行う体制づく
りの強化が求められます。

⑤〈禁煙〉
　　禁煙、受動喫煙の防止の取組みの強化
　　～禁煙と受動喫煙防止に取り組もう～

　喫煙が健康に与える影響についての情報発信と普及啓発を各世代
に向けて行う取組みや、禁煙をするための支援体制の充実、未成年
者・子育て世代における禁煙、受動喫煙防止のための情報発信を行う
取組みが求められます。

Ⅱ
市民の主体的な

取組みへの
支援・環境づくり

Ⅰ
市民自らが行う

取組み
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Ⅰ．市民自らが行う取組み 

 

 

Ⅱ．市民の主体的な取組みへの支援・環境づくり 

 

・積極的に外出しよう

・喫煙の誘いを断ろう
・口の機能を保つために
　禁煙しよう

・口の機能を保つために
　 よくかみ、よく話そう

環境
づくり

　

・喫煙が与える影響について考え、受動喫煙を避けよう

たばこ
対策

・喫煙の健康への影響に
　　ついて知ろう

・妊娠・子育て期における自分や家族
　　への影響について知ろう

・意識してからだを動かそう
・ライフスタイルにあった運動習慣を身につけよう

健康
チェック

運動

　　･親子で楽しくからだを動かそう ・毎日プラス10分体を動かそう

・年1回健診、定期的ながん検診を受けよう

・自らの健康に関心を持ち、主体的な健康管理を実践しよう

こころの
健康

　・ストレスやこころの病気について正しい知識を持とう

　・こころに不安や悩みを抱え込まず、身近な相談相手を持とう

対　象

健
康
7
分
野
の
世
代
別
取
組
み

食生活
  ・毎日プラス１皿！野菜をたっぷり食べよう（1日3食で350g、野菜料理で1日5皿分）

　　・3食しっかり、主食、主菜、副菜をそろえてバランスよく食べよう

歯科
口腔

・フッ化物を利用し､むし歯
　を予防しよう

・歯周病予防のため､歯ブラシ以外のフロス（糸ようじ）等も
　　使い、歯をみがこう

・定期的に歯科健診を受けよう

・家族や地域の人と声をかけあって健康づくりに取り組もう

乳幼児･学童期
青 壮 年 期

（自立世代） （子育て・働く世代）
高 齢 期

・ロコモ予防のための取組み

こころの
健康

・喫煙しない選択へ
　　向けた取組み

歯科
口腔

・要介護状態になっても
　 支援できる体制の構築

　　　　　　　　

対　象

健
康
７
分
野
の
世
代
別
取
組
み

食生活

・野菜摂取のためのわかりやすい情報発信

・健全な食習慣の定着を図る
　 ための普及啓発・情報発信

・健全な食生活の実現に向けての情報提供

健康
チェック

・生活習慣病の予防や受診行動につなげるための情報発信

・受診機会の拡充、NPOや保険者などとのタイアップによる
　  検診体制の充実

たばこ
対策

・1人ひとりの状況に応じた相談窓口の周知、支援体制の強化

　・地域で健康づくり活動を支える人の育成と取組みを広く情報発信

運動
・個々の生活背景に対応した運動に関する情報提供

・運動機会の提供、運動習慣確立のための取組み

・喫煙の健康への影響に
　 ついて伝達する取組み

環境
づくり

・定期的な健診のための普及啓発と環境整備
・継続的なフッ化物洗口
　 実施のための環境整備

・喫煙が与える影響について広く情報発信、受動喫煙防止の取組み強化

・妊娠・子育て期における両親の
　   喫煙率を減少させる取組み

・健康づくりを支援する地域、健康経営を進める事業所、保健医療関係団体、保険者、行政などの情報発信、
　健康への取組みの機会提供

乳幼児･学童期
青 壮 年 期

（自立世代） （子育て・働く世代）
高 齢 期

～世代別に見た行動目標および支援、環境づくり～ 































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

元気がいちばんたい！長崎健康づくり計画 

～『第 2 次健康長崎市民 21』計画～ 

後期計画（2018 年度～2022 年度） 
 

策定     平成 31 年 2 月 

編集発行  長崎市 市民健康部 健康づくり課 

連絡先   〒850-8685 長崎市桜町 2 番 22 号 

        電話 095-822-8888（代表：あじさいコール） 

            095-829-1154（直通） 

        Ｅ-mail kenkodukuri@city.nagasaki.lg.jp 

           「健康長崎市民 21」ホームページアドレス 
       http://www.city.nagasaki.lg.jp/fukushi/450000/451000/index.html 
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